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開催日
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実施あり

議会上程時期

政策調整会議

H19.7月～H21．7月

H20.6月

基本構想等の審議（15回）、基本計画等の審議（15回）

備　　考

総合計画の名称について、実施計画についてH21.10.9 経営会議

検討経過等

基本構想の議決

庁内作成体制

条例等の調整

関係部局との
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関係部局名等

なし

総合計画審議会

企画政策局 部

H18年度～H21．7月
検討・作業部会（担当者レベル）、幹事会（各局室長クラス、全13回）、
策定会議（局部長クラス、全9回）

時期 21.06.10～21.07.10 議会への情報提供

庁議（政策会議）　案件申込書

所 管 内線

平成21 10 27

課 担当者

(                             　         )

案 件 名 新・相模原市総合計画（案）について

概 要

審議内容
（議論の中心
となった点）

　将来の相模原市をどのようなまちにしていくのかを示す、まちづくりの指針である総合計画について、都市像と5つの基本
目標等を示す「基本構想」、それらの実現に向けた推進すべき施策等を示す「基本計画」を総合計画書として作成するもの。

○新しい総合計画（以下、「新・相模原市総合計画」）の基本計画について、総合計画審議会からの答申を受け、市として
基本計画の決定をするもの。

○新・相模原市総合計画の最終成果物（印刷物）の完成に向け、総合計画書の構成（案）等について、協議するもの。

企画財政 企画

政策調整会議
の

結果等

パブリックコメント 基本構想（H20.3.1～3.21）、基本計画（H21.6.10～7.10）

主な意見



（２）事業スケジュール

　

１　事案概要
　（１）　新・相模原市総合計画基本計画（案）について
　　　ア　基本計画の概要
　　　　　平成20年6月に議決された基本構想に定められた都市像である「人・自然・産業が
　　　　共生する　活力あるさがみはら」と5つの基本目標を実現するため、計画期間内に
　　　　重点的・優先的に推進する「重点プロジェクト」や推進すべき施策とその取り組みの
　　　　方向、地域ごとの主な取り組みの方向などを示すもの。
　　　　　（計画期間：平成22年度～平成31年度）

　　　イ　特徴等
　　　　　・　施策ごとに「めざす姿」と「成果指標」を設定し、その達成度によって事業を
　　　　　　コントロールする、いわゆる“目標管理”型の計画とした。
　　　　　・　計画の進行管理は、総合計画審議会で行うこととしている。

　　　ウ　基本計画（案）
　　　　　　基本計画については、総合計画審議会へ諮問し、平成21年7月30日に答申を
　　　　　受けたものであり、答申内容を尊重し、原則的に内容等の変更は行わないものと
　　　　　する。
　      　　ただし、次のとおり財政見通しについては掲載しないものとし、一部の成果指標等
　　　　　については、修正を行うものとする。

      ①　財政見通し
　　　　　・　財政見通しについては、実施計画の中で掲載するものとし、
　　　　　　　総合計画書（基本構想、基本計画）には、掲載しない。
　　　　　　　（主な理由）
　　　　　　　　・　政権交代により、国の税財政制度などの変更が平成22年1月以降にならないと
　　　　　　　　　　明らかにならないこと、さらには平成22年度予算編成に向けたスケジュールが
　　　　　　　　　　遅れていることなどによる流動要因が大きいため、10年間における中長期の
　　　　　　　　　　財政見通しを立てることが非常に困難であること。
　　　　　　　　・　基本計画を具体化する手段を掲載する事業計画である実施計画において
　　　　　　　　　　事業費の積み上げを行うこと。
　　　　　　　　※　なお、平成22年度については、実施計画の策定を見送り、平成23年度以降の
　　　　　　　　　実施計画のあり方について、社会経済情勢等を見極め、判断する。
　
　　　②　　成果指標等の修正
　　　　　・　現時点で現状値、目標値等を暫定値にしている指標（基本目標2で4指標、
　　　　　　　基本目標3で8指標）については、最終成果物の決裁までに確定する。
　　　　　・　国の政権交代等の影響により、今後、法改正や制度改正がされることも
　　　　　　　予想されるため、修正が必要となる表記については、最終成果物の決裁
　　　　　　　に反映する。
　

　（２）　総合計画書の構成等について
　　　ア　名　　称
　　　　　「新・相模原市総合計画」

　　　イ　構成（案）（最終成果物の構成）
　　　　　・　序論（あいさつ（市長）、策定の趣旨等）
　　　　　・　基本構想
　　　　　・　基本計画
　　　　　・　付属資料（策定経過等）

  　　ウ　最終成果物について
　　　　　・　印刷部数　　1万部（予定）
　　　　　・　その他、概要版を作成するとともに、概要版の外国語版（英語、中国語、
　　　　　　ハングル語）及び点字版・録音版を作成予定（H22予算で予定）

２　今後のスケジュール（予定）
　　　・　～H21.12月中旬　 原稿作成（統計資料、図面、写真等を含めたレイアウト案作成）
　　　・　H22.2月中　　　　　校正、総合計画書（最終成果物）の決裁
　　　・　H22.3月　　　　　　 納品、配布・公表

事案の
具体的な内容

（１）事案概要


